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                          (開会 午後２時００分) 

 

議 長：皆さんこんにちは。  

ただいまから､平成２８年 第１１回 国頭村農業委員会総会を開会致します｡ 

本日の、出席人数は全員の出席でありますので総会は成立しております。議事日程は、

お手元に配布しておりますので、ご確認ください。 

始めに国頭村農業委員会、会議規則 13条の規定による会議録署名委員ですが、議長 

から指名させていただくことに異議ありませんか。   

 

各委員： (「異議なし」の声あり) 

 

議 長：本日の会議録署名委員は ３番山城勇 委員と４番 宮城久宜 委員のお二人を指名致

します｡ 書記には事務局職員の 山城君 を指名致します。 

    次に会期の決定についてですが、本日平成２８年１１月２８日の１日間の日程で決定

して宜しいでしょうか。 

 

各委員： (「異議なし」の声あり) 

 

議 長：異議が無いようなので、本日の１日間の日程で会期の決定をいたします。 

    続いて諸般の報告をいたします。 

     

        １０月２６日 農業委員会総会 役場会議室 

    １１月 １日 農業委員・職員北部地区研修会 伊江村 

    １１月 ３日 老人・婦人合同スポーツ大会 

    １１月 ４日 金剛山祭 

１１月 ８日 認定農家 総会 

１１月１０日 国頭村新庁舎建設検討委員会 本部町庁舎視察 

１１月１７日 国頭村・大宜味村・東村三村交流会 

１１月１８日 村慰霊祭 

 

これで報告を終わります。 

 

それでは、議事に入ります。 

議案第１号、 農用地利用集積計画の決定について整理番号１について事務局より説

明をお願いします。 

 

事務局：整理番号１ 



借 り 手  国頭村字辺土名▲▲▲番地  ●●●● ■■歳 

貸 し 手 那覇市大道▲▲▲  ●●●●  

利用権を設定する土地 鏡地 鏡地 ▲▲▲▲ 

台帳地目 田 現況地目 畑、面積１５，５５０㎡(内８，０００)㎡  

使用賃借 ３年間 無償    新規就農 野菜 

 

 

議 長：事務局より説明が終わりましたが、補足、質疑等はございませんか。 

 

８ 番：１１月１８日農地主事の小橋川さんと二人で現地調査に行きました。事務局から説明 

    のあったとおりですので、よろしくお願いします。 

 

議 長：他にございませんか。 

 

委 員： （「補足、質疑なし進行」の声あり） 

 

議 長：質疑等がないようでありますので、それでは採決いたします。 

議案第１号、整理番号１について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手お願

いします。 

 

委 員： （全員挙手） 

 

 

議 長：全員賛成でありますので、議案第１号、整理番号１については、原案のとおり決定い

たしました。 

続きまして、整理番号２については、２番委員 親川登 委員に関する案件となります

ので、農業委員会に関する法律第２４条の規定により、退席をお願いいたします。 

 

( ２番委員 退席 ) 

 

それでは、事務局より説明をおねがいします。 

 

事務局：整理番号２ 

借 り 手  国頭村字奥間▲▲▲番地 ●●●● ■■歳 

貸 し 手 那覇市上乃屋▲▲▲▲▲▲ ●●●●  

利用権を設定する土地 奥間 島野原 ▲▲▲   

台帳地目 田 現況地目 畑、面積２，６２６㎡  賃借権 ５年間 



 契約更新 野菜 

 

 

議 長：事務局より説明が終わりましたが、そこは、私の担当区であります。親川登さんは野

菜で契約更新でありますので、大変良いことだとおもいます。よろしくおねがいしま

す。 

 

    他にございませんか・ 

 

委 員： （「補足、質疑なし進行」の声あり。 

 

議 長：質疑等がないようでありますので、それでは採決いたします。 

議案第１号、整理番号２について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手お願

いします。 

 

委 員： （全員挙手） 

 

議 長：全員賛成でありますので、議案第１号、整理番号２については、原案のとおり決定い

たしました。 

 

( ２番委員 着席 ) 

 

    続きまして、 整理番号３について、事務局より説明をおねがいします。 

 

事務局：整理番号３ 

借り手 国頭村字奥間▲▲▲番地 ●●●●● ■■歳 

貸し手 国頭村字奥間▲▲▲ ●●●●  

利用権を設定する土地 奥間 筋道原 ▲▲▲▲ 

台帳地目 田 現況地目 畑、面積１，９２６㎡ 賃借権 ４年４カ月 

契約更新  砂糖キビ 

 

議 長：事務局より説明が終わりましたが、そこも私の区域であります。図面で見ると複雑な

区画になっていますが、●●●●さんのお父さんの豚舎跡です。●●●さんはきび栽

培に一生懸命取り組んでおり、今回も契約更新でありますので、よろしくおねがいし

ます。 

 

９ 番：今回設定する土地の面積１，９２６㎡と備考欄の１９，２６０㎡の面積が異なってい



ますが、どのような違いになっていますか。 

 

事務局：１，９２６㎡は●●●●●さんが今回利用権を設定する土地の面積で、備考欄の１９，

２６０㎡は●●●さんが現在耕作している土地の面積です。似たような数字ですが 

    先ほどの説明のとおりです。 

 

議 長：他にございませんか。 

 

委 員： （「補足、質疑なし進行」の声あり） 

 

議 長：質疑等がないようでありますので、それでは採決いたします。 

議案第１号、整理番号３について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手お願

いします。 

委 員： （全員挙手） 

 

議 長：全員賛成でありますので、議案第１号、整理番号３については、原案のとおり決定い

たしました。 

続いて、整理番号４から６について、事務局より説明お願いします。 

 

事務局：整理番号４ 

借り手 大宜味村字白浜▲▲▲―▲▲▲番地  ●●● ■■歳 

貸し手 国頭村字宜名真▲▲▲―▲    ●●●● ■■歳 

利用権を設定する土地 宜名真 吉波山 ▲▲▲▲―▲▲▲  

台帳地目 畑 現況地目 採草地、面積３，９３３㎡ 賃借権 ４年４カ月 

規模拡大 砂糖キビ 

 

事務局：整理番号５ 

借り手 大宜味村字白浜▲▲▲―▲▲▲番地  ●●● ■■歳 

貸し手 国頭村字宜名真▲▲▲―▲  ●●●● ■■歳 

利用権を設定する土地 宜名真 吉波山 ▲▲▲▲―▲▲▲  

台帳地目 畑 現況地目 採草地、面積１９，９７６㎡(内１５，０００㎡)  

賃借権 ４年４カ月  規模拡大 砂糖キビ 

 

 

事務局：整理番号６ 

借り手 大宜味村字白浜▲▲▲―▲▲▲番地  ●●● ■■歳 

貸し手 国頭村字宜名真▲▲▲－▲  ●●●●    ■■歳 



利用権を設定する土地 宜名真 吉波山 ▲▲▲▲―▲▲▲  

台帳地目 畑 現況地目 採草地、面積２１㎡ 賃借権 ４年４カ月 

規模拡大 砂糖キビ 

 

議 長：事務局より説明が終わりましたが、補足、質疑等はございませんか。 

 

９ 番：１１月２４日午後２時から小橋川農地主事と二人で、現地調査にいきました。写真の 

とおり、ある程度手を加えるとすぐに耕作ができるところです。貸し手の代表相続人  

     の●●●●さんは、●●●●さんの長男です。大石林山に努めている方です。 

 

１ 番：整理番号６の▲▲▲▲－▲▲▲番地の面積が２１㎡だと図面上で広すぎだというふに

感じますが。 

 

事務局：４ページをご覧ください。▲▲▲▲－▲▲の下の方にわずかな面積の農地があります       

    がそこが▲▲▲▲－▲▲▲番地の２１㎡の土地です。 

 

会 長：他にございませんか。 

 

委 員： （「補足、質疑なし進行」の声あり） 

 

議 長：質疑等がないようでありますので、それでは採決いたします。 

議案第１号、整理番号４から６について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙

手お願いします。 

 

委 員： （全員挙手） 

 

議 長：全員賛成でありますので、議案第１号、整理番号４～６については、原案のとおり決

定いたしました。 

 

続いて議案第２号、非農地証明願の許可決定について 整理番号１について事務局よ

り説明お願いします。 

 

事務局：整理番号１ 

    申請者 那覇市久茂地三丁目▲▲▲番 ●●●●●●●●●●●● 

    申請する土地 浜 上原 ▲▲▲▲―▲  

    台帳地目 畑  １，０９６㎡ 

 



議 長：事務局より説明が終わりましたが、補足、質疑等はございませんか。 

 

２ 番：私の担当区であります。１１月２４日小橋川農地主事と宮城由知委員の三人で現地確       

    にいきました。この場所は、国場幸太郎記念館から浜林道を浜向けに行く箇所です。 

現在は雑木地になっているような状況で、２０年から３０年も放棄されている土地で       

    す。農地としてみなすのは難しい状況です。 

 

１ 番：親川委員の説明にもありましたとおり、１１月２４日に農地確認にいきました。この

地域は、●●●●さんがマンゴ栽培をしている畑の手前の所です。昭和５８年頃ハウ

スを設置している頃ですので、３３年程経過しています。そういう状況から「国頭村

非農地判断基準」に照らすと B 分類の１と２に該当すると思いますので、委員の皆様

の判断よろしくお願いします。 

 

９ 番：この土地は、道路沿いにユシギが生い茂っている状況です。私の記憶では、放棄され    

    ３０年以上経過していると思います。 

 

議 長：他にございませんか。 

 

委 員： （「補足、質疑なし進行」の声あり） 

 

議 長：質疑等がないようでありますので、それでは採決いたします。 

議案第２号、整理番号１について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手お願

いします。 

 

委 員： （全員挙手） 

 

議 長：全員賛成でありますので、議案第２号、整理番号１については、原案のとおり決定い

たしました。 

 

続いて、整理番号２について事務局より説明お願いします。 

 

事務局：整理番号２ 

申請者 国頭村字辺土名▲▲▲▲番地 ●●●●    

申請する土地 辺土名 帆屋原 ▲▲▲▲―▲   

台帳地目 畑 ３７０㎡  

 

議 長：事務局より説明が終わりましたが、補足、質疑等はございませんか。 



１ 番：先ほど事務局から説明のあったとおり浦崎アパートの裏側で現在運天組さんの資材置

場として利用しています。この場所は宅地に囲まれた状況で非農地として扱ってもい

いというふうに私は思っております。皆様の判断よろしくお願いします。  

 

議 長：他にございませんか。 

 

委 員： （「補足、質疑なし進行」の声あり） 

 

議 長：質疑等がないようでありますので、それでは採決いたします。 

議案第２号、整理番号２について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手お願

いします。 

 

委 員： （全員挙手） 

 

議 長：全員賛成でありますので、議案第２号、整理番号２については、原案のとおり決定い

たしました。 

 

 

議 長：これをもちまして平成２８年、第１１回定例総会を閉会いたします。おつかれ様でし

た。 

 

 

 

 

(閉会 午後２時３３分) 

 

 

 

 

 

             会     長                    

          

             議事録署名委員                

 

             議事録署名委員                

 

 


